
 

 

 

受講規約 
 

第1条 （適用範囲） 

本受講規約（以下、「本規約」といいます。）は、東北電⼒リニューアブルエナジー・サービス株式会社（以下、
「当社」といいます。）が風⼒トレーニングセンター秋田塾で開催するすべての GWO トレーニングコース（以下、
「本トレーニング」といいます。）に適用されます。本トレーニングを受講する個人または法人（以下、「受講者」と
いいます。なお、法人が本トレーニングの受講申込みを⾏う場合において、個人を想定して同用語が参照されると
きは、法人たる受講者に所属し本トレーニングを受講する個人を指すものとします。）は、当社と受講者がこれら
の条件を明確に放棄するか、他の書面による合意を締結しない限り、受講を申し込む時点で本規約に同意した
ものとします。 

 

第2条 （提供するトレーニング） 

本トレーニングの内容は、当社ホームページ（www.tohoku-res.co.jp/） に記載されているとおりとします。 

 

第3条 （使用言語） 

本トレーニングは、すべて日本語で実施されます。 

 

第4条 （受講申込み、受講料および支払方法） 

(1) 本トレーニングへの受講申込みは、当社が定める所定の方法に従って⾏うものとします。かかる申込を受けて
当社が所定の方法により承諾したときに本トレーニングに係る契約が成⽴するものとします。 

(2) 受講料は、当社ホームページ（www.tohoku-res.co.jp/） に記載されているとおりとします。 

(3) 受講者は、受講申込み後、当社から送付する請求書に基づき、受講料全額を当社が指定する口座に支
払期日である本トレーニング開始の 3 営業日前までに振り込む方法により支払うものとします（⼿数料は受
講者に負担いただきます。）。支払期日までに支払われない場合、当社は受講者の受講を拒否する権利
を有します。 

 

第5条 （キャンセル規定等） 

(1) 受講者の都合により、本トレーニングの全部または一部をキャンセルする場合、当社は、以下のキャンセル料
を申し受けます。 

キャンセル通知のなされた日 キャンセル料 

本トレーニング開始日の 11 営業日以前 無料 

10 営業日前〜6 営業日前まで コース料⾦の 30% 

5 営業日前〜3 営業日前まで  コース料⾦の 50% 

2 営業日前以降  コース料⾦の 100% 

(2) キャンセル通知は、書面にて当社に提出されなければなりません。 

(3) 当社は、本トレーニングの全部または一部を停止、中止もしくは延期し、または内容を変更する権利を有し、
この場合の当社の責任は、当社に故意または重過失がある場合を除き、支払われた受講料の返還または
他の日程の本トレーニングへの振替に限定され、その他の責任は一切負わないものとします。 

 

第6条 （トレーニングの修了） 

(1) 受講者は、修了証明を受け取るために、当社が指定する本トレーニングのモジュール単位のすべてを修了し
なければなりません。 

(2) 受講者が本トレーニングの全部または一部を修了できなかった場合、当社は、WINDA（Wind Industry 

Database）への GWO 訓練記録の登録は⾏いません。受講修了に関するすべての条件および当該条件の
充足有無は、当社の裁量によってのみ決定されます。 



(3) 当社は、受講者が本トレーニングの受講によりその修了証明を得ることを保証するものではありません。 

 

第7条 （異議申⽴て等） 

(1) 受講者は、受講モジュールの評価結果について異議を申し⽴てることができます。その場合、受講者は、トレ
ーニング受講日から 30 日以内に、書面にて異議を申し⽴てる必要があります。 

(2) 本トレーニングに関する苦情は、本トレーニング終了後 30 日以内に書面により当社に送付する必要がありま
す。 

 

第8条 （受講者の遵守事項および健康と安全） 

(1) 受講者は、本トレーニングを受講するにあたり、次の各号に定める事項を遵守しなければなりません。 

 適用されるすべての法令、規則、方針を完全に遵守して⾏動すること。 

 当社のインストラクターまたはスタッフのすべての指示に従うこと。 

 本トレーニングの開始時刻に遅れないこと。 

 アルコールまたは違法薬物を摂取または所持していないこと。 

 当社のインストラクターもしくはスタッフまたは他の受講者に対し、脅迫、暴言、誹謗、中傷、名誉棄損、
差別、ハラスメント、つきまといその他不安または不快感を与える⾏為を⾏わないこと。 

 その他、本トレーニングの秩序・規律を乱す等、受講者として不適切と当社が合理的に判断する⾏為
を⾏わないこと。 

(2) 受講者が前項の要件に従って⾏動しない場合、または遵守していないと合理的に推測できる場合、当社は
独自の判断で受講者に本トレーニングからの退出を要求することができます。この場合、受講料は返還いた
しません。 

(3) 受講者は、本トレーニングの一部を構成するあらゆる実技訓練に参加するために、呼吸器系および循環器
系疾患を患っていないことを含め、自身が十分に健康であることを保証する責任を負うものとします。受講者
の最大体重は 125kg までとします。 

(4) 受講者は、前項を証明するため、本トレーニングの開始までに自己健康診断申告書を作成し、提出しなけ
ればなりません。 

(5) 受講者は自身の健康状態に疑問がある場合は、本トレーニングを開始する前に、関連する医師の助言を
受けなければなりません。当社は、受講者自身または他人の健康と安全が脅かされる可能性があると判断し
た場合、当該受講者の受講を拒否する権利を有します。 

 

第9条 （解除） 

(1) 当社および受講者は、相⼿方が次の各号のいずれかに該当した場合、相⼿方への通知または催告を要せ
ず、直ちに本トレーニングに係る契約を解除することができます。この場合、解除された当事者は、相⼿方が
被った一切の損害を賠償するものとします。 

① 本規約の定めに違反し、催告したにもかかわらず違反が是正されないとき 

② 支払の停止、支払不能または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算
開始その他これに類似する法的整理⼿続開始の申⽴てがあったとき 

③ 事業を停止し、事業の停止・廃止を決定し、または所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けた
とき 

④ 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申⽴て、または公租公課の滞納処分があったとき 

⑤ 解散の決議を⾏いまたは解散命令を受けたとき 

(2) 当社は、受講者（その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者を含みます。）が次の各号に該当す
る場合、何らの催告を要さずに、本トレーニングに係る契約を解除することができます。 

① 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢⼒（以下、
「反社会的勢⼒」といいます。）に属すると認められるとき 

② 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき 



③ 反社会的勢⼒を利用していると認められるとき 

④ 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき 

⑤ 反社会的勢⼒と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

⑥ 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、 暴⼒的⾏為、または脅迫的
言辞を用いたとき 

(3) 当社は、前項の規定により本トレーニングに係る契約を解除した場合には、受講者に損害が⽣じても何らこ
れを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が⽣じたときは、受講者はその損
害を賠償するものとします。 

 

第10条 （不可抗⼒） 

いずれの当事者も、地震、台風、津波その他の天変地異、火災、爆発、禁輸、戦争、暴動、テロ⾏為、内乱、
疫病、電磁妨害、電波妨害、ストライキ、職業上の紛争、法令・規則の制定・改廃、公権⼒による命令・処分そ
の他の自らの管理外にある⾏為、事象、不作為または事故により本規約を遵守できない場合、または義務の履
⾏遅滞もしくは履⾏不能があった場合（⾦銭支払の義務を除きます。）は、その責任を負わないものとします。 

 

第11条 （個人情報） 

(1) 当 社 は 、受講 者 の 個人 情 報 を別途 定 め る 個人 情 報 保護 方 針 （ https://www.tohoku-
res.co.jp/privacypolicy/index.html）に従い取り扱うものとし、受講者はこれに同意するものとします。 

(2) 前項にかかわらず、受講者は次の各号に同意するものとします。 

① 当社が、本トレーニングの提供にあたり、氏名、国籍、住所、誕⽣日、過去にどのコースに参加したかな
どの個人情報を収集すること。 

② 当社が、修了証を完成させ、受講者が修了要件を満たしているかどうかを評価し、文書化する目的で、
受講者の個人情報を収集すること。 

③ 当社が、本トレーニングを評価し、改善する目的で、また本トレーニングの実施（修了後の WINDA へ
の登録を含みます。）の目的で、受講者の個人情報を利用すること。 

④ 当社が、本トレーニングの営業（再教育コースや、その他の教育コースの受講案内を指します。）の目
的で、受講者の個人情報を利用すること。 

 

第12条 （損害賠償） 

(1) 受講者は、本規約の定めに違反したことにより、当社および他の受講者等を含む第三者に損害を及ぼした
場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。受講者たる法人は、本トレーニングを受講する同法人
所属の個人に対し本規約の内容を承認させ、遵守させるものとし、当該個人が本トレーニング受講に際して
当社または第三者に損害を与えた場合は、受講者たる法人は当該個人と連帯して損害を賠償する責任を
負います。 

(2) 本トレーニングに関連して、他の受講者その他の第三者との間で紛争が発⽣した場合、受講者は自己の責
任において解決するものとします。 

 

第13条 （免責事項） 

受講者が、当社の責めに帰すべき事由により何らかの損害を被った場合であっても、当社は、故意または重過失
による場合を除き、現実に発⽣した直接かつ通常の範囲内の損害について、現実に受領した受講料の額を上限
として賠償する責任を負うにとどまり、間接損害、特別損害、偶発損害、逸失利益について賠償する責任を負い
ません。 

 

第14条 （再委託） 

当社は、受講者の承諾を得ることなく、本トレーニングの実施の一部または全部を第三者に委託できるものとしま
す。 

 



第15条 （知的財産権） 

本トレーニングの受講に関する資料、ウェブサイト、その他本トレーニングに関する著作権等の一切の知的財産権
は、当社または当社に使用許諾している第三者に帰属し、受講者は、当社の承諾を得ることなく、かかる知的財
産権を複製、改変、その他の利用をすることはできません。 

 

第16条 （譲渡禁止） 

受講者は、本トレーニングに係る契約に基づく地位または権利もしくは義務を第三者に譲渡することはできません。 

 

第17条 （本規約の変更） 

当社は、本規約を随時変更することができるものとします。本規約の変更内容は、当社のホームページ
（www.tohoku-res.co.jp/）にて変更後の規約およびその効⼒発⽣時期を告知するものとします。 

 

第18条 （通知） 

当社から受講者への通知は、受講者が本トレーニングの申込時に届け出た連絡先に宛てて発し、その通知が通
常到達すべきときに到達したものとみなします。 

 

第19条 （専属的合意管轄） 

本規約および本トレーニングに関連して発⽣したすべての紛争は、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管
轄裁判所とします。 

 

以上 

 

最終更新︓2025 年 9 月 29 日 

 


